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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤外線を人体に照射する赤外線照射手段と、
　前記赤外線を照射した後の反射光により疲労度を分析する疲労度分析手段と、
　この分析結果をユーザに通知制御する制御手段と、
を含み、
　ユーザの腕の動きに基づいて、体全体の複合動作を、種々の行動パターンとして定期的
に識別して、この識別結果と共に前記疲労度を通知し、
　前記制御手段は、前記疲労度に応じた通知をなし、
　前記制御手段は、前記疲労度に応じて表示画面の配色や壁紙、更には警告音の設定を変
更自在とし、
　前記制御手段は、前記疲労度が健康を害するレベルである場合には、ユーザへの警告お
よび通信網を介して病院や診療所へ通知することを特徴とする腕時計型携帯端末。
【請求項２】
　位置情報を生成する手段を更に含み、
　前記制御手段は、疲労度測定時毎の前記位置情報、前記識別結果、前記疲労度を表示す
るようにしたことを特徴とする請求項１記載の腕時計型携帯端末。
【請求項３】
　前記疲労度に応じて疲労改善のためのケアおよびアドバイス情報を、通信網を介してサ
ーバより取得し、前記アドバイス情報を表示部へ表示する手段を、更に含むことを特徴と
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する請求項１又は２記載の腕時計型携帯端末。
【請求項４】
　防水仕様とされていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の腕時計型
携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯端末に関し、特に疲労分析機能を備えた腕時計型携帯端末に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　疲労および疲労感は、高度に発展した現代社会に生きる多数の人が日常向き合っている
現象であり、人類普遍的な問題である。また、私たちの日常生活における様々なストレス
の延長線上にあり、病気への下地にもなる。そのために、病気になる前に早期発見して認
知させケアを行うことが重要である。
【０００３】
　最近では、疲労の研究が進んでおり、突然激しい疲労に襲われ、半年以上続く原因不明
の病気、慢性疲労症候群（以下、ＣＦＳ）が簡単に診断できる方法が提案されており、特
許文献１では、血液に赤外線を照射してそれが吸収される波長のパターンで、患者がＣＦ
Ｓかどうかを判定する方法、すなわち近赤外分光法が提案されている。
【０００４】
　ＣＦＳ患者は潜在する人も含めて国内に数百万人いるものと推計されており、簡易に疲
労判定が可能な機器の早期商品化およびＣＦＳ患者への認知、更にはその後のアフターケ
アの確立が望まれている。
【０００５】
　ここで、特許文献２，３を参照すると、携帯電話機などの携帯情報端末に、人の脈拍、
血圧、体温などの生体情報を計測する機能を付加して、健康管理のための支援システムを
構成した例が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】ＷＯ０６／１２３６１１号
【特許文献２】特開２００７－３２５８４２号公報
【特許文献３】特開２００４－３５１１８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献２に開示の技術では、上述した様に、携帯情報端末に生体情報を計測する機能
を付加するものであるが、この場合、携帯情報端末に設けられているポインティングデバ
イスに測定対象者の指を載置することで、生体情報を測定する様になっている。そのため
に、他人が指を載置することも考えられ、よって測定対象者を正しく認識する必要がある
ので、この特許文献２における携帯情報端末では、測定対象者を特定するために個人認証
機能を追加する必要があり、よってそれだけ高機能が要求され、簡易な装置とはならない
という問題がある。
【０００８】
　また、特許文献３の技術では、携帯情報端末に、生体情報を検出するためのアダプタを
端末のインタフェース部に外付けする様になっており、よって、これまた簡易な装置では
ないという問題がある。
【０００９】
　更に述べれば、これらの健康管理機能を有するシステムでは、ユーザが痛みなく、無意
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識の内に疲労度を測定できることが望まれ、また、現代の核家族化した社会では重度の疲
労状態になるまで自身での認知及び周りの認知が遅れがちで、それを知るすべもないのが
実情であるために、最も身近にある携帯電話装置のような携帯端末でユーザに疲労状態を
通知するのが望まれている。
【００１０】
　本発明の目的は、簡便な構成で、ユーザが痛みなく無意識のうちに疲労度を測定でき、
ユーザに疲労状態を通知することが可能な腕時計型携帯端末を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、
　赤外線を人体に照射する赤外線照射手段と、
　前記赤外線を照射した後の反射光により疲労度を分析する疲労度分析手段と、
　この分析結果をユーザに通知制御する制御手段と、
を含むことを特徴とする腕時計型携帯端末が得られる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、腕時計型の携帯端末に、疲労分析機能を付加して、この腕時計型携帯
端末を装着している使用者の疲労分析を行って表示する様にしたので、使用者に対して、
簡便な構成で、かつ痛みなく無意識の内に疲労度を測定し通知できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態による腕時計型携帯端末の概略を示す外観斜視図である。
【図２】本発明の一実施の形態による腕時計型携帯端末の機能ブロック図である。
【図３】本発明の一実施の形態による腕時計型携帯端末の疲労分析処理のフローチャート
である。
【図４】本発明の一実施の形態による腕時計型携帯端末を用いた疲労のケア／アドバイス
を考慮したネットワークシステム構成図である。
【図５】本発明の一実施の形態による腕時計型携帯端末の疲労分析結果表示処理のフロー
チャートである。
【図６】保存／蓄積された疲労解析データ表示の一例を示す図である。
【図７】保存／蓄積された疲労解析データ表示の他の例を示す図である。
【図８】疲労改善のためのケア／アドバイスの表示例を示す図である。
【図９】本発明の他の実施の形態による腕時計型携帯端末の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。図１は、本発明によ
る疲労分析機能付きの腕時計型携帯電話装置１００の概略外観斜視図である。この本発明
による疲労分析機能を備えた腕時計型携帯電話装置１００は、それが搭載している近赤外
分光部から、装着しているユーザの腕に向かって近赤外線を照射し、その吸収スペクトル
を解析することにより、ユーザの疲労状態を分析しユーザに通知することができるように
なっている。
【００１５】
　また、この疲労状態を段階的に分けて、ユーザに改善のアドバイスを通知することがで
き、更には、健康を害するような疲労状態の場合には、ネットワークを介して病院や診療
所等に通知することができるようになっている。
【００１６】
　そのために、図１に示した腕時計型携帯電話装置１００は、図２に示す様な機能ブロッ
クを備えて構成されている。図２を参照すると、腕時計型携帯電話装置は、アンテナ２を
介して図示せぬ基地局より送信される情報を受信し、また基地局へ情報を送信する無線部
１と、情報の表示をなす表示部３と、各種操作をなす操作部４と、各種情報を記憶するメ
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モリ部５と、スピーカ部７と、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）機能を有するＧＰＳ部８と、ユーザの動きに応じてユーザの生活状態を検出する
モーション検出部９と、近赤外線を照射してその反射光により吸収スペクトルを解析する
近赤外分光部１１と、この解析結果を分析する疲労分析部１２と、各部を制御する制御部
（ＣＰＵ）６とを有している。
【００１７】
　図３は、本発明の一実施の形態における疲労分析処理の動作を示すフローチャートであ
る。先ず、疲労分析機能が起動されると、計測間隔タイマがセットされる（ステップ１０
１）。タイマがタイムアップした場合（ステップ１０２）、ＧＰＳ部８により現在位置の
測位が行われ（ステップ１０３）、モーション検出部９によりユーザの生活状態が検出さ
れる（ステップ１０４）。
【００１８】
　次に、近赤外分光部１１により、ユーザが装着している腕時計型携帯電話装置の内側か
ら、人体（ユーザ）に向かって近赤外線が照射され、その吸収スペクトル解析が行われる
（ステップ１０５）。その後、疲労分析部１２で計測結果の疲労分析が行われ（ステップ
１０６）、メモリ部５に、測定した現在位置情報と、検出した生活状態と、疲労分析結果
とが保存されることになる（ステップ１０７）。なお、この疲労分析については、上述し
た特許文献１に詳しいので、その説明は省略する。
【００１９】
　ここで、疲労分析結果において健康を害するような疲労状態と判断された場合には（ス
テップ１０８）、モーション部９で検出されたユーザの生活状態により、その旨を通知す
るか否かが判断される（ステップ１０９）。
【００２０】
　モーション部９でのユーザの生活状態の検出判断について説明する。モーション部９に
は、角速度センサ（ジャイロセンサ）と加速度センサとが搭載されており、これらセンサ
により、生活状態を認識するものである。
【００２１】
　例えば、角速度センサ（ジャイロセンサ）によって、体の進行方向に平行な腕の振りを
検出し、加速度センサによって、腕の長手方向の力や動きを検出し、その成分の大きさ、
周期性などを分析するアルゴリズムによって、体全体の複合動作を、種々の行動パターン
（睡眠、食事、仕事、通勤、入浴等）として定期的に識別するようになっている。
【００２２】
　なお、かかるモーション検出部については、既に以下のＵＲＬにも示されている様に開
発済みの技術である。
　　　http://www.microstone.co.jp/case/technical-03.html
【００２３】
　なお、本発明においては、上記のセンサだけでは、行動パターンの識別が困難な場合も
あるために、ＧＰＳ部８を併用して、これにより得られる位置情報から行動パターンの識
別精度を上げるようにしている。
【００２４】
　ステップ１０９において、ユーザへ通知可の場合には、表示部３で警告の表示及びスピ
ーカ部７での鳴動が行われ（ステップ１１０）、ネットワークを介して病院、診療所等に
メールで重度疲労状態の旨が通知される（ステップ１１１）。
【００２５】
　重度疲労状態でない場合には、疲労分析結果のレベルに応じて、ユーザが自身の疲労状
態を認識し易いように、画面の配色、壁紙、鳴動等の変更が行われる（ステップ１１２）
。
【００２６】
　図４は、疲労のケア／アドバイスを考慮したネットワーク構成例である。個人情報サー
バ５０２に、図２に示したメモリ部５に保存されている測定時の位置情報、生活状態、疲
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労分析結果を、ネットワーク５０４，５０５を介して保存することも可能である。この個
人情報サーバ５０２に、病院や診療所等５０３からアクセス可能な構成となっている。
【００２７】
　次に、本発明による腕時計型携帯電話装置における疲労分析結果表示について、図５の
フローチャートを参照して説明する。図２に示したメモリ部５に保存された測定時の位置
情報、生活状態、疲労分析結果が、制御部６により読出されて表示部３に表示される（ス
テップ２０１）。図６及び図７は、疲労分析データの表示例を示しており、図６は重度疲
労状態ではない場合の表示例であり、図７は重度疲労状態の場合の表示例を示している。
【００２８】
　ここで、ユーザが疲労分析結果に対するケア／アドバイスを要求した場合（ステップ２
０２）、図４に示したネットワーク５０４を介してケア／アドバイス情報サーバ５０１か
ら疲労分析結果に応じたケア／アドバイス情報が取得されて表示部３で表示される（ステ
ップ２０３）。
【００２９】
　次に、ユーザがケア／アドバイスの詳細情報を要求した場合（ステップ２０４）、ＧＰ
Ｓ部８で自身の位置情報が測定され、ケア／アドバイス情報サーバ５０１に位置情報が送
信されることにより（ステップ２０５）、更に詳細なケア／アドバイス情報が取得されて
、表示部３で表示されることになる（ステップ２０６）。
【００３０】
　図８は、疲労改善のためのケア／アドバイスの表示例であり、上段の表示部分は、疲労
レベルが「注意」であり、この「注意」に対するケア／アドバイスの例が示されている。
下段の表示部分（お勧めメニュー）は、ケア／アドバイスの詳細情報の例である。ユザー
の現在の位置情報を元に、図に示す様に、レストラン情報や、スポーツ＆エクスサイズ情
報、更には、エンターテイメント情報などが、適宜表示される。これにより、ユーザは、
自身の疲労状態レベルを認識し、疲労改善のための行動を起こすことが可能となる。
【００３１】
　図９は、本発明の他の実施の形態における病理診断機能を備えた腕時計型携帯電話装置
の機能ブロック図であり、図２と同等部分は同一符号により示している。本例では、図３
のステップ１０５による吸収スペクトル解析の結果は、疲労病体だけではなく、生活習慣
病やいくつかの癌などの診断にも有用であることが分かっているので、図２の疲労分析部
１２を病理診断部３２に置換えて構成したものである。
【００３２】
　以上述べた様に、本発明による疲労分析機能付腕時計型携帯電話装置では、腕に装着時
に携帯電話装置から人体に向かって近赤外線が照射され、その吸収スペクトル解析結果か
ら疲労度合いが分析できることから、ユーザが痛みなく無意識の内に測定できる。
【００３３】
　また、現代の核家族化した社会では、重度の疲労状態になるまで自身での認知及び周り
の認知が遅れがちで、それを知るすべもないのが実情であるために、最も身近にある携帯
電話装置でユーザに疲労状態を通知することができる。さらに、防水仕様とすることによ
り、入浴中も含めて常時装着が可能となるので望ましいものとなる。
【００３４】
　最近の携帯電話装置では、インターネットアクセス機能、カメラによる撮像機能、ＧＰ
Ｓ機能等、種々の機能が搭載されており、ユーザへの多様なサービスが可能となっている
ので、携帯電話装置に搭載されている、この様な種々の機能を使用し、疲労状態に応じた
ケア（アドバイス）を行うことが可能となる。また、疲労状態が健康を害するレベル、例
えばＣＦＳと判断された場合には、自動的に病院または診療所等に通知することで、より
効果的なケアが可能となる。
【００３５】
　上述した本発明の実施の形態では、携帯電話装置に適用した場合を述べたが、一般に、
通信機能を有し情報処理をなす腕時計タイプの携帯端末に広く適用可能であることは明白
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【符号の説明】
【００３６】
　　　　　　　１　無線部
　　　　　　　２　アンテナ
　　　　　　　３　表示部
　　　　　　　４　操作部
　　　　　　　５　メモリ部
　　　　　　　６　制御部
　　　　　　　７　スピーカ部
　　　　　　　８　ＧＰＳ部
　　　　　　　９　モーション検出部
　　　　　　１１　近赤外分光部
　　　　　　１２　疲労分析部
　　　　　　３２　病理診断部
　　　　　１００　腕時計型携帯電話装置
　　　　　５０１　ケア／アドバイス情報サーバ
　　　　　５０２　個人情報サーバ
　　　　　５０３　病院、診療所
　５０４，５０５　ネットワーク

【図１】 【図２】
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